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（１）処分を行う場合 
  特定事業場の設置者、指定事業場の設置者又は貯油事業場等の設置者が応急措置を講じていないと認めるとき。 
 
（２）処分の内容、程度  
  特定事業場の設置者、指定事業場の設置者又は貯油事業場等の設置者に対し、規定に定める応急の措置を講ずべきことを命ずる。 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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